
高海上保安部では、高知保安部管内にある航路標識（灯台、灯浮標など）の維持・

管理を行っています。台風や地震等の災害などにより航路標識が消灯した際、各職

員が即時対応できるよう、非常用灯器の取り扱い訓練を実施しました。

※ 非常用灯器とは、航路標識が消灯した際に復旧までの間、一時的に設置し、

航路標識の代わりとなるものです。

非常用灯器の取り扱い訓練

非常用灯器の使用方法の説明

非常用灯器


